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議案第３号 

 

   地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につい

て 

 

 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のよう

に制定する。 

 

  令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 （宇土市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第１条 宇土市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第５条の３第２項中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第

１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）を除く。）」

を削る。 

 第６条中「会計年度任用職員」を「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２

２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）」

に改める。 

 （宇土市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第２条 宇土市会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年条例第１２号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第１項中「期末手当及び」を「期末手当、勤勉手当及び」に、「及び期末手当」

を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

  第１３条の次に次の１条を加える。 

（フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第１３条の２ 任期が６月以上のフルタイム会計年度任用職員について勤勉手当を支給

する。 

２ 前項の勤勉手当の額及び支給方法は、規則で定めるところにより決定する。 

３ 前条第３項及び第４項の規定は、第１項において規定する勤勉手当の支給について

準用する。 

第２３条第１項中「この条」の次に「及び次条第１項」を加え、同条の次に次の１条

を加える。 

（パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第２３条の２ 任期が６月以上のパートタイム会計年度任用職員について勤勉手当を支

給する。 

２ 前項の勤勉手当の額及び支給方法等は、規則で定めるところにより決定する。 
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３ 前条第３項及び第４項の規定は、第１項において規定する勤勉手当の支給について

準用する。 

 （宇土市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条 宇土市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例（昭和４３年条例第１

０号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改める。 

 （宇土市監査委員条例の一部改正） 

第４条 宇土市監査委員条例（昭和３９年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

  第９条中「第２４３条の２の２第３項」を「第２４３条の２の８第３項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の改正に伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第４号 

 

   宇土市部設置条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市部設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市部設置条例の一部を改正する条例 

 宇土市部設置条例（昭和５３年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第４号オを削る。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 市組織の見直しに伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第５号 

 

宇土市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

について 

 

 宇土市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。 

 

  令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

 宇土市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第３３号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項第３号中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」

に改め、同条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」

に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に、「当該特定個人

情報」を「当該利用特定個人情報」に改める。 

附 則 

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）の改正に伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第６号 

 

 宇土市防災会議条例の一部を改正する条例について 

 

宇土市防災会議条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市防災会議条例の一部を改正する条例 

宇土市防災会議条例（昭和３８年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第５項に次の１号を加える。 

(12) 前各号に掲げる者のほか、防災行政を推進する上で、市長が特に必要と認める者 

 第３条第６項中「３０人」を「４０人」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 防災会議の委員の定数を拡大し、男女共同参画の視点に立った災害対策等の推進を図る

ため、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第７号 

 

宇土市税条例の一部を改正する条例について 

 

宇土市税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市税条例の一部を改正する条例 

 宇土市税条例（昭和３４年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第６０条の次に次の１条を加える。 

（固定資産税の課税免除） 

第６０条の２ 次に掲げる固定資産に対しては、固定資産税を免除する。ただし、当該固

定資産を有料で貸し付けている場合は、この限りでない。 

(1) 一定の地域において、専ら当該地域の住民の行事、集会等の公共の用に供する建

物及び土地 

(2) 消防団の用に供する固定資産及び消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２１条

第１項の規定により指定された消防水利の用に供する固定資産 

(3) 前２号に掲げるもののほか、これらに類するもので市長が特に必要があると認め

る固定資産 

２ 固定資産税の課税免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市

長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

(2) 土地にあっては、その所在、地番、地目及び地積 

(3) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

(4) 課税免除を受けようとする事由 

３ 第１項の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、その事由が消滅した場合

は、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宇土市税条例の規定は、令

和６年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

 

 

提案理由 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第６条第１項の規定により、固定資産税の課税

免除の規定を設けるため、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 

  



7 

議案第８号 

 

   宇土市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年２月２８日提出 

                         宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市介護保険条例の一部を改正する条例 

 宇土市介護保険条例（平成１２年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に改め、同項第１号中「３６，３６０円」を「３１，９４０円」に改め、同項第２号中「５

４，５４０円」を「４８，０８０円」に改め、同項第３号中「５４，５４０円」を「４８，

４３０円」に改め、同項第４号中「６５，４４０円」を「６３，１８０円」に改め、同項

第５号中「７２，７２０円」を「７０，２００円」に改め、同項第６号中「８７，２６０

円」を「８４，２４０円」に改め、同項第７号中「９４，５３０円」を「９１，２６０円」

に改め、同項第８号中「１０９，０８０円」を「１０５，３００円」に改め、同項第９号

中「１２３，６２０円」を「１１９，３４０円」に改め、同項に次の４号を加える。 

(10) 令第３８条第１項第１０号に掲げる者 １３３，３８０円 

(11) 令第３８条第１項第１１号に掲げる者 １４７，４２０円 

(12) 令第３８条第１項第１２号に掲げる者 １６１，４６０円 

(13) 令第３８条第１項第１３号に掲げる者 １６８，４８０円 

第２条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に、「２１，８１０円」を「２０，０００円」に改め、同条第３項中「令和３年度から令

和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「２１，８１０円」を「２０，

０００円」に、「３６，３６０円」を「３４，０４０円」に改め、同条第４項中「令和３

年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「２１，８１０円」

を「２０，０００円」に、「５０，９００円」を「４８，０８０円」に改める。 

第４条第３項中「又は第８号ロ」を「、第８号ロ、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ

又は第１２号ロ」に、「令第３８条第１項第１号から第８号まで」を「同項第１号から第

１２号まで」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の宇土市介護保険条例第２条の規定は、令和６年度以後の年度分の介護保険料

について適用し、令和５年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。 
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提案理由 

第９期介護保険事業計画期間（令和６年度から令和８年度まで）の新たな介護保険料を

定めるため、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第９号 

 

   宇土市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例等の一部を改正する条例について 

 

 宇土市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例等の一部を改正する条例 

 （宇土市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正） 

第１条 宇土市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２５年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第５項第５号中「第６５条」を「第６５条第１項」に改め、同項中第１１号を

削り、第１２号を第１１号とし、同条第６項ただし書中「当該定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所」を「当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」に、「施

設」を「敷地」に改める。 

第７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第２４条中第９号を第１１号とし、第８号を第１０号とし、第７号の次に次の２号を

加える。 

(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行って

はならない。 

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第３４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」とい

う。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を

「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブ

サイトに掲載しなければならない。 

第４２条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第４号中「第

２６条第１１項」を「第２６条第１０項」に改め、同項第７号中「に規定する」を「の

規定による」に改め、同号を同項第８号とし、同項第６号中「に規定する」を「の規定

による」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号の次に次の１号を加える。 
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(5) 第２４条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第４７条第３項ただし書中「当該夜間対応型訪問介護事業所」を「当該指定夜間対応

型訪問介護事業所」に改め、同条第４項中第１１号を削り、第１２号を第１１号とし、

同条第５項ただし書及び第６項中「当該夜間対応型訪問介護事業所」を「当該指定夜間

対応型訪問介護事業所」に改める。 

  第４８条ただし書中「同一敷地内の」を削る。 

  第５１条中第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号

の次に次の２号を加える。 

(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っては

ならない。 

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第５８条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第５号中「に

規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定

する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」

を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加え

る。 

  (3) 第５１条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第５９条の４ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第５９条の９中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次の２号を

加える。 

  (5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っては

ならない。 

  (6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第５９条の１９第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第６

号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項

第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４

号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 第５９条の９第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第５９条の２２後段中「同項第３号」を「同項第４号」に、「同項第４号」を「同項

第５号」に改める。 

  第５９条の２６ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 
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  第５９条の３２中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、

第２号の次に次の２号を加える。 

(3) 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならな

い。 

  (4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第５９条の３９第２項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第７

号を同項第８号とし、同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項

第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５

号とし、同項第３号の次に次の１号を加える。 

  (4) 第５９条の３９第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第６２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第６５条第２項中「若しくは指定介護療養型医療施設」を「若しくは健康保険法等の

一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定による改正前の法第４

８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設」に改める。 

第６６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第７０条中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次の２号を加え

る。 

  (5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行って

はならない。 

  (6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  第７１条第１項中「及び次条」を削る。 

  第７９条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第６号を同

項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号

とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、

同項第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 第７０条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第８２条第６項の表中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法律第２０

５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。）」

を削る。 

  第８３条第１項ただし書中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条

第６項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれか

が併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・
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随時対応型訪問介護看護事業所の職務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者

の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を

含む。）若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事

業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を「他の事業所、施

設等の職務」に改め、同条第３項中「第１１２条」の次に「、第１９２条第３項」を加

える。 

  第９２条第５号中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘

束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条中第８号を第９号とし、第７号を

第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

  (7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に

掲げる措置を講じなければならない。 

   ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、そ

の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

   イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

   ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

  第１０６条の次に次の１条を加える。 

  （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会の設置） 

第１０６条の２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に

資する取組の促進を図るため、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用

者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する

ための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期

的に開催しなければならない。 

  第１０７条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定による」

に改める。 

  第１１１条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指定小規

模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」を削る。 

  第１２１条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により」

を削る。 

  第１２５条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加

える。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定め

るに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければ

ならない。 

 (1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制

を、常時確保していること。 
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 (2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合におい

て診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、

利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、

当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定を行った市長に届け出なければ

ならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二種協

定指定医療機関（以下「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症

（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感

染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。以下同じ。）の発生時等の対応を取

り決めるよう努めなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関

である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時

等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関

に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、

再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居させることができるよ

うに努めなければならない。 

  第１２７条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定による」

に改める。 

  第１２８条中「及び第１０４条」を「、第１０４条及び第１０６条の２」に改める。 

  第１３０条第７項中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条に次の１項を加える。 

１１ 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号アの規定の適用

については、当該規定中「１」とあるのは、「０．９」とする。 

  (1) 第１４９条において準用する第１０６条の２に規定する委員会において、利用者

の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関す

る次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認

していること。 

   ア 利用者の安全及びケアの質の確保 

   イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

   ウ 緊急時の体制整備 

   エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号において「介護

機器」という。）の定期的な点検 

   オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修 

(2) 介護機器を複数種類活用していること。 

  (3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、地

域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。 

  (4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組によ

る介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。 
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  第１３１条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第１４７条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機

関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努め

なければならない。 

  (1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制

を、常時確保していること。 

  (2) 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場

合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関

との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関

の名称等を、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定を行った

市長に届け出なければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第二種協定指定医療機関との間

で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定

医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症

の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の

医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合にお

いては、再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居させることができるように

努めなければならない。 

  第１４８条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定による」

に改める。 

  第１４９条中「及び第９９条」を「、第９９条及び第１０６条の２」に改める。 

  第１５１条第８項第３号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は介護支援専門員（指

定介護療養型医療施設の場合に限る。）」を削る。 

  第１５２条第１項第６号中「医療法」の次に「（昭和２３年法律第２０５号）」を加

える。 

  第１６５条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当

該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、

１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等

における対応方法の変更を行わなければならない。 

  第１６６条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

  第１６７条第５号中「に規定する」を「の規定による」に、「を記録する」を「の記

録を行う」に改め、同条第６号中「に規定する」を「の規定による」に、「を記録する」

を「の記録を行う」に改め、同条第７号中「に規定する」を「の規定による」に、「記

録する」を「の記録を行う」に改める。 
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第１７２条の見出し中「協力病院等」を「協力医療機関等」に改め、同条第１項中「入

院治療を必要とする入所者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」に、「協

力病院」を「次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす協力

医療機関にあっては、病院に限る。）」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満

たすこととしても差し支えない。 

第１７２条第１項に次の３号を加える。 

  (1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制

を、常時確保していること。 

  (2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診

療を行う体制を、常時確保していること。 

  (3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設

の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認

められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

  第１７２条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入

所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、

当該指定地域密着型介護老人福祉施設に係る指定を行った市長に届け出なければなら

ない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染

症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関であ

る場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の

対応について協議を行わなければならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入

院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び

当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるように努め

なければならない。 

  第１７６条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定による」

に改める。 

  第１７７条中「及び第５９条の１７第１項から第４項まで」を「、第５９条の１７第

１項から第４項まで及び第１０６条の２」に改める。 

  第１８７条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等

に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

  第１８９条中「第５９条の１７第１項から第４項まで」の次に、「、第１０６条の２」

を加える。 

  第１９１条第７項中第４号を削り、第５号を第４号とする。 

  第１９２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは当該指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第７項各号に掲げる施設等」を削る。 
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  第１９７条第１号中「療養上の管理の下で」を「当該利用者の居宅において、又はサ

ービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並び

に療養上の世話又は必要な診療の補助を」に改め、同条中第１１号を第１２号とし、第

７号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、第６号の次に次の１号を加える。 

  (7) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

   ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、そ

の結果について、看護小規模多機能型居宅介護従業者に周知徹底を図ること。 

   イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

   ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施すること。 

  第２０１条第２項第３号及び第６号から第９号までの規定中「に規定する」を「の規

定による」に改める。 

  第２０２条中「及び第１０６条」を「、第１０６条及び第１０６条の２」に改める。 

 （宇土市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例の一部改正） 

第２条 宇土市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例（平成２５年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第９条第２項中「指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法律（平

成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有する

ものとされた同法第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項第３号に規定する指

定介護療養型医療施設をいう。第４４条第６項において同じ。）」を「健康保険法等の

一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定による改正前の法第４

８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設」に改める。 

第１０条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第３２条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」とい

う。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を

「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイ

トに掲載しなければならない。 

第４０条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第６号を同

項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号

とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、

同項第２号の次に次の１号を加える。 
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(3) 第４２条第１１号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

第４２条第１４号中「第１２号」を「第１４号」に改め、同号を同条第１６号とし、

同条中第１０号から第１３号までを２号ずつ繰り下げ、第９号の次に次の２号を加える。 

(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

等を行ってはならない。 

(11) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第４４条第６項の表中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法律第２０

５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。）」

を削る。 

第４５条ただし書中「当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前

条第６項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等

のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第６条第

１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。）の

職務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業者（同項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者をいう。以下同じ。）が、指定夜間対応型訪問介護事業者（指定地域密着型サービス

基準条例第４７条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。以下同じ。）、

指定訪問介護事業者（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第５条第１項

に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。）又は指定訪問看護事業者（指定居

宅サービス等基準第６０条第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。）

の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を

含む。）若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事

業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を「他の事業所、施

設等の職務」に改める。 

第５３条第１項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘

束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結

果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 
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第６３条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会の設置） 

第６３条の２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の

生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

第６４条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に

改める。 

第７２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指定小規模

多機能型居宅介護事業所」を削る。 

第７９条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により」を

削る。 

第８３条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加え

る。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機

関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努め

なければならない。 

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制

を、常時確保していること。 

(2) 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場

合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関

との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関

の名称等を、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定を行った

市長に届け出なければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する

第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との

間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項

に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）

の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定

医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症

の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の

医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合にお
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いては、再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居させ

ることができるように努めなければならない。 

第８５条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に

改める。 

第８６条中「及び第６１条」を「、第６１条及び第６３条の２」に改める。 

 （宇土市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正） 

第３条 宇土市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２７年条例

第１０号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者であ

る指定介護予防支援事業者」に改め、「（以下「指定介護予防支援事業所」という。）」

を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所

ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を

置かなければならない。 

  第４条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所（以下「指定

介護予防支援事業所」という。）」に改め、同条第２項中「前項に規定する」を「地域

包括センターの設置者である指定介護予防支援事業者が前項の規定により置く」に改め、

同条に次の２項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の規定により置く

管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６第

１号イ(3)に規定する主任介護支援専門員（以下この項において「主任介護支援専門員

」という。）でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難

である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員（主任介護支援専

門員を除く。）を第１項に規定する管理者とすることができる。 

４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲

げる場合は、この限りでない。 

(1) 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務に従事す

る場合 

(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介護予防支援事業

所の管理に支障がない場合に限る。） 

  第５条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加え、同条

第３項中「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業

者の場合にあっては介護支援専門員。以下この章及び次章において同じ。）」を加える。 

  第１１条に次の２項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の利用料のほか、

利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定介護予防

支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。 
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３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規定する費用の

額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当

該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

  第１３条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者である指

定介護予防支援事業者」に改め、同条第４号中「次章の規定」の次に「（第３１条第２

９号の規定を除く。）」を加える。 

  第２２条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」とい

う。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を

「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなけれ

ばならない。 

  第２９条第２項第２号エ中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第５号中

「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に

規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定

する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号

を加える。 

(3) 第３１条第２号の３の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（第３１条第２号の２及び第２号の３において「身体的拘束等」という。）の態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

  第３１条第２号の次に次の２号を加える。 

(2)の２ 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはな

らない。 

(2)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第３１条第１６号ア中「及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に

著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し」を削り、同号ウを同号オとし、同

号イ中「訪問しない月」の次に「（イただし書の規定によりテレビ電話装置等を活用し

て利用者に面接する月を除く。）」を加え、同号イを同号エとし、同号アの次に次のよ

うに加える。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただ

し、次のいずれにも該当する場合であって、サービスの提供を開始する月の翌月

から起算して３月ごとの期間（以下この号において「期間」という。）について

、少なくとも連続する２期間に１回、利用者の居宅を訪問し、面接するときは、

利用者の居宅を訪問しない期間において、テレビ電話装置等を活用して、利用者

に面接することができる。 

(ｱ) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の

同意を得ていること。 

(ｲ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当

者その他の関係者の合意を得ていること。 
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a 利用者の心身の状況が安定していること。 

b 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 

c 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情

報について、担当者から提供を受けること。 

ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があったとき

は、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 

第３１条第１項第２８号の次に次の１号を加える。 

(29) 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の３

０の２第１項の規定により市長から情報の提供を求められた場合には、その求めに

応じなければならない。 

 （宇土市指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第４条 宇土市指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例（平成３０年条例第１０号）の一部

を次のように改正する。 

  第４条第２項中「利用者の数が３５」を「利用者の数（当該指定居宅介護支援事業者

が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第１１５条の２３第３項の規定

により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、

当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援（法第５８条第１項に規定する

指定介護予防支援をいう。以下この項及び第１５条第３０号において同じ。）を行う場

合にあっては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所におけ

る指定介護予防支援の利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数。次項において同じ。）

が４４」に改め、第４条に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健康保険

中央会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立された

法人をいう。）が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス

事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のた

めの情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合における第１項

に規定する員数の基準は、利用者の数が４９又はその端数を増すごとに１とする。 

  第５条第３項第２号中「その管理する指定居宅介護支援事業所と同一の敷地内にある」

を削る。 

  第６条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加え、「、

前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数の

うちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項におい

て「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める

割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に

位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定

地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合」を削り、同条第８項

を同条第９項とし、同条第７項各号列記以外の部分中「第４項」を「第５項」に改め、

同項第１号中「第４項各号」を「第５項各号」に改め、同項を同条第８項とし、同条第
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６項中「第４項第１号」を「第５項第１号」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５

項を同条第６項とし、同条第４項中「第７項」を「第８項」に改め、同項を同条第５項

とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成さ

れた居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密

着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けら

れた居宅サービス計画の数が占める割合及び前６月間に当該指定居宅介護支援事業所

において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち

に同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供さ

れたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。 

  第１５条第２号の次に次の２号を加える。 

  (2)の２ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の

行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

  (2)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第１５条第１４号中「主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師」を「主治の医師等又

は薬剤師」に改め、同条第１５号ア中「、利用者の居宅を訪問し」を削り、同号イを同

号ウとし、同号アの次に次のように加える。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただ

し、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも２月に１回、利用者の居

宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、

テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。 

    (ｱ) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の

同意を得ていること。 

(ｲ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当

者その他の関係者の合意を得ていること。 

   a 利用者の心身の状況が安定していること。 

   b 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 

   c 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握でき

ない情報について、担当者から提供を受けること。 

第１５条第３０号中「基づき、」の次に「地域包括支援センターの設置者である」を

加える。 

第２４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」とい

う。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を

「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなけれ

ばならない。 
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第３１条第２項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６

号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号と

し、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、

同項第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 第１５条第２号の３の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

   附 則  

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

第２条 この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間、第１条の規定による改正

後の宇土市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例（以下「新地域密着型サービス基準条例」という。）第３４条第３項（新地域密着

型サービス基準条例第５９条、第５９条の２０、第５９条の２２、第５９条の４０、第

８０条、第１０８条、第１２８条、第１４９条、第１７７条、第１８９条及び第２０２

条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなけ

ればならない。」とあるのは「削除」と、第２条の規定による改正後の宇土市指定地域

密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（以下「新

地域密着型介護予防サービス基準条例」という。）第３２条第３項（新地域密着型介護

予防サービス基準条例第６５条及び第８６条において準用する場合を含む。）の規定の

適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、

重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第３条

の規定による改正後の宇土市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（以

下「新指定介護予防支援等基準」という。）第２２条第３項（新指定介護予防支援等基

準第３３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定介

護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」

とあるのは「削除」と、第４条の規定による改正後の宇土市指定居宅介護支援事業者の

指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を

定める条例（以下「新指定居宅介護支援等基準」という。）第２４条第３項（新指定居

宅介護支援等基準第３３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、

同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しな

ければならない」とあるのは「削除」とする。 

（身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

第３条 この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間、新地域密着型サービス基

準条例第９２条第７号及び第１９７条第７号並びに新地域密着型介護予防サービス基準

条例第５３条第３項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とある

のは「講じるよう努めなければ」とする。 
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（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置に係る経過措置） 

第４条 この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間、新地域密着型サービス基

準条例第１０６条の２（新地域密着型サービス基準条例第１２８条、第１４９条、第１

７７条、第１８９条及び第２０２条において準用する場合を含む。）及び新地域密着型

介護予防サービス基準条例第６３条の２（新地域密着型介護予防サービス基準条例第８

６条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「しな

ければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。 

（協力医療機関との連携に関する経過措置） 

第５条 この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、新地域密着型サービス

基準条例第１７２条第１項（新地域密着型サービス基準条例第１８９条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については、同項中「定めておかなければ」とあるのは、

「定めておくよう努めなければ」とする。 

 

 

提案理由 

 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労

働省令第３４号）等の改正に伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第１０号 

 

   宇土市養護老人ホーム芝光苑解体基金条例について 

 

 宇土市養護老人ホーム芝光苑解体基金条例を次のように制定する。 

 

  令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市養護老人ホーム芝光苑解体基金条例 

 （設置） 

第１条 宇土市養護老人ホーム芝光苑の解体及び撤去に要する経費の財源に充てるため、

宇土市養護老人ホーム芝光苑解体基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金に積み立てる額は、毎年度予算で定める。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰

り入れるものとする。 

 （繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （処分） 

第６条 基金は、宇土市養護老人ホーム芝光苑の解体及び撤去に要する経費の財源に充て

る場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 宇土市養護老人ホーム芝光苑の解体及び撤去に要する経費の財源を確保するため、基金

条例を制定する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第１１号 

 

宇土市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について 

 

宇土市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。 

 

 令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

宇土市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

 宇土市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例（昭和５７年条例第１１号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条第５項第５号中「第１０条第１項」の次に「又は第１０条の２」を加え、「（父又

は母」を「（それぞれ父又は母」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号）

の改正に伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第１２号 

 

   宇土市子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例 

 宇土市子ども・子育て会議設置条例（平成２５年条例第４５号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条中「第６５号」の次に「。以下「法」という。」を加え、「第７７条第１項」を

「第７２条第１項」に改める。 

 第２条第１号中「子ども・子育て支援法第７７条第１項各号」を「法第７２条第１項各

号」に改める。 

 第６条第１項中「この条において」を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の改正に伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第１３号 

 

   宇土市漁港管理条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市漁港管理条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市漁港管理条例の一部を改正する条例 

 宇土市漁港管理条例（昭和５０年条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改める。 

 第１７条第１項中「又は」を「若しくは」に改め、「受けた者」の次に「又は法第４３

条第４項に規定する認定計画実施者（法第４４条第１項に規定する認定計画において法第

４２条第２項第２号及び第３号に掲げる事項（水面又は土地の占用に係るものに限る。）

又は法第５０条第１項各号に掲げる事項を定めた者に限る。）」を加え、同項ただし書中

「同条」を「法第３９条」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）の改正に伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第１４号 

 

   宇土市企業立地特別奨励金条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市企業立地特別奨励金条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

宇土市企業立地特別奨励金条例の一部を改正する条例 

宇土市企業立地特別奨励金条例（平成２０年条例第３９号）の一部を次のように改正す

る。 

第１条中「の拡大」を削る。 

 第２条第５号を削り、同条第４号中「取得」を「取得又は賃借」に、「又は増設」を「、

増設又は移設」に改め、同号を同条第５号とし、同条第３号の次に次の１号を加える。 

 (4) 移設 市内に既存の施設等を有する者が、事業拡大を図る目的で新たに固定資産を

取得し、既存の施設等を市内の別の場所に移転し、開設することをいう。 

 第２条第６号中「又は増設」を「、増設又は移設」に、「家屋及び償却資産」を「固定

資産」に改め、同号に次のただし書を加える。 

  ただし、車両、船舶、運搬具及び法定耐用年数が１０年未満の償却資産の取得価格を

除く。 

 第２条第７号中「又は増設」を「、増設又は移設」に改める。 

 第３条中「又は増設」を「、増設又は移設」に、「すべてに」を「いずれにも」に改め、

同条第１号中「５，０００ｍ２」を「２，０００ｍ２」に、「取得」を「取得又は賃借」に

改め、「、市の土地利用計画に適合するもので」を削り、同号に次のただし書を加える。 

  ただし、施設指定申請時において、市内で１０年以上の操業実績があり、かつ、その

操業施設の敷地面積（課税地目が宅地であるものに限る。）が、５，０００ｍ２以上の場

合、要件を満たすものとする。 

 第３条第３号を削り、同条第４号中「施設等の建設及び操業において、」を削り、同号

を同条第３号とする。 

 第４条第１号を次のように改める。 

(1) 設備投資促進奨励金 次に掲げる額 

  ア 投下固定資産総額が３億円以上１０億円未満の場合 １億円 

イ 投下固定資産総額が１０億円以上２０億円未満の場合 ２億円 

ウ 投下固定資産総額が２０億円以上の場合 ３億円 

 第４条第２号中「給水加入金交付金」を「給水加入奨励金」に改め、同号を同条第３号

とし、同条第１号の次に次の１号を加える。 

 (2) 賃借奨励金 操業開始日の属する月から起算して３６月を経過するまでの期間に要

した用地の賃借経費（敷金、権利金その他これらに類する諸経費を除く。）の２分の
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１に相当する額（月額２０万円を上限とする。）。ただし、資本関係のある関係会社

又は３親等以内の親族が所有する用地を賃借する場合は、対象としない。 

 第４条に次の１項を加える。 

２ 前項第１号から第３号までの奨励金の交付は、１事業者（第８条の承継者を含む。）

につき、新設時１回、増設又は移設時１回の計２回を限度とする。 

 第６条中「継続的な使用」を「操業」に改める。 

 第７条第１号中「又は増設」を「、増設又は移設」に改め、同条第２号中「労務の充足、 

輸送施設」を「周辺設備」に、「又は増設」を「、増設又は移設」に改める。 

 第９条の見出し中「取り消し」を「取消し」に改め、同条中「かつ奨励金及び交付金」

を「、奨励金の交付を取り消し、又は奨励金」に改め、同条第２号を次のように改める。 

 (2) 指定の日後３年以内に第３条第１項の指定を受けた対象施設等の操業を開始しない

とき。 

 第９条第４号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、」に改め、同号を同条第７

号とし、同条第３号を同条第６号とし、同条第２号の次に次の３号を加える。 

 (3) 対象施設等をその操業を開始した日から起算して１０年以内に休止し、又は廃止し

たとき。 

(4) 対象施設等を当該指定に係る対象業種等以外の用途に供したとき。 

(5) 市税を滞納したとき。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 企業優遇制度の適用範囲を拡大し、市の企業振興・企業誘致を促進させるため条例を改

正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第１５号 

 

   宇土市営住宅条例及び宇土市営単独住宅条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市営住宅条例及び宇土市営単独住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

  令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹 

 

   宇土市営住宅条例及び宇土市営単独住宅条例の一部を改正する条例 

 （宇土市営住宅条例の一部改正） 

第１条 宇土市営住宅条例（平成９年条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項第８号イ中「第１０条第１項」の次に「又は第１０条の２」を、「第２

８条の２において」の次に「これらの規定を」を加える。 

 （宇土市営単独住宅条例の一部改正） 

第２条 宇土市営単独住宅条例（平成３０年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項第８号イ中「第１０条第１項」の次に「又は第１０条の２」を、「第２

８条の２において」の次に「これらの規定を」を加える。 

   附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号）

の改正に伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第１６号 

 

   宇土市下水道条例等の一部を改正する条例について 

 

 宇土市下水道条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市下水道条例等の一部を改正する条例 

（宇土市下水道条例の一部改正） 

第１条 宇土市下水道条例（昭和５４年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２号、第５条第１項、第６条第３項、第７条、第１０条ただし書、第１１条

第１項ただし書、第１３条第１項、第１４条第１項及び第２項、第１９条第３号及び第

５号、第２０条第１号、第２１条第２号、第２３条第６号、第２４条第２項、第２７条

第１項及び第３項、第３４条の見出し並びに同条中「規則」を「規程」に改める。 

（宇土都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正） 

第２条 宇土都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和５４年条例第１２号）の

一部を次のように改正する。 

第１１条中「規則」を「規程」に改める。 

（宇土市下水道事業受益者分担に関する条例の一部改正） 

第３条 宇土市下水道事業受益者分担に関する条例（平成９年条例第１６号）の一部を次

のように改正する。 

  第１１条中「規則」を「規程」に改める。 

（宇土市水道事業給水条例の一部改正） 

第４条 宇土市水道事業給水条例（平成１０年条例第１１号）の一部を次のように改正す

る。 

第６条第２項及び第４６条中「規則」を「規程」に改める。 

 （宇土市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格

基準に関する条例の一部改正） 

第５条 宇土市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の

資格基準に関する条例（平成２４年条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「規則」を「規程」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）に基づき、同法の適用を受ける規則を企

業管理規程に改めるため、条例を改正する。 
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 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第１７号 

 

   宇土市水道事業給水条例及び宇土市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基

準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市水道事業給水条例及び宇土市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並

びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市水道事業給水条例及び宇土市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基

準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例 

 （宇土市水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 宇土市水道事業給水条例（平成１０年条例第１１号）の一部を次のように改正す

る。 

  第４条第１項及び第３９条第２項ただし書中「厚生省令」を「国土交通省令」に改め

る。 

第４７条第１号中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。 

 （宇土市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格

基準に関する条例の一部改正） 

第２条 宇土市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の

資格基準に関する条例（平成２４年条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

第５条第５号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）の改正に伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第１８号 

 

   宇土市上下水道事業運営審議会条例について 

 

 宇土市上下水道事業運営審議会条例を次のように制定する。 

 

  令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市上下水道事業運営審議会条例 

 （設置） 

第１条 本市の水道事業及び下水道事業（以下「上下水道事業」という。）の適正かつ健全

な運営を図るため、宇土市上下水道事業運営審議会（以下「審議会」という。）を設置す

る。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、市長に答申する。 

 (1) 上下水道事業の運営に関すること。 

 (2) 水道料金に関すること。 

(3) 下水道使用料に関すること。 

 (4) 下水道受益者負担金及び分担金に関すること。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、上下水道事業の運営に関し、市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 (1) 知識経験を有する者 

 (2) 水道使用者 

(3) 下水道使用者 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、最初に行われる審

議会の招集は、市長が行う。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
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３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

４ 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見若しく

は説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、建設部上下水道課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５０年条例第６

号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１中 

「  

 市営住宅等家賃等滞納者法的 

措置対象者選考委員会委員 

  

                                      」を 

 「 

 市営住宅等家賃等滞納者法的 

措置対象者選考委員会委員 

  

 上下水道事業運営審議会委員   

                                      」に

改める。 

 

 

提案理由 

 上下水道事業の適正かつ健全な運営を図ることを目的に、上下水道事業の運営等につい

て調査審議する機関を設けるため、条例を制定する。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第１９号 

 

   宇土市民グラウンドの設置等に関する条例等の一部を改正する条例について 

 

 宇土市民グラウンドの設置等に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

  令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

宇土市民グラウンドの設置等に関する条例等の一部を改正する条例 

 （宇土市民グラウンドの設置等に関する条例の一部改正） 

第１条 宇土市民グラウンドの設置等に関する条例（昭和４９年条例第５１号）の一部を

次のように改正する。 

  別表第２を次のように改める。 

 別表第２（第５条関係）  

区分 種別 使用料 備考 

市内居住者

及び市内事

業所等 

グラウンド使用料 無料   

夜間照明使用料 １時間につき１，７００円 

高校生以下の者が使用する場合は半額 

  

市外居住者

及び市外事

業所等 

グラウンド使用料 半面 １時間につき４３０円   

全面 １時間につき８６０円 

夜間照明使用料 １時間につき２，５４０円   

備考 

 １ 使用者の過半数が市外居住者及び市外事業所等の場合、区分は市外居住者及び

市外事業所等とする。 

 ２ 高校生以下の者及び一般の者が共同で使用する場合、使用料は一般の者が使用

する場合の額とする。ただし、一般の者が指導者又は大会役員の場合を除く。 

（宇土市都市公園条例の一部改正） 

第２条 宇土市都市公園条例（昭和５１年条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

  別表運動公園施設使用料金表(1)グラウンドの表を次のように改める。 

  (1) グラウンド 

（単位：円） 

区分 １時間当たり使用料 

グラウンド 夜間照明設備 

全面使用（陸

上競技、サッ

カー等） 

市内居住者 ４１０ ３，５４０ 

高校生以下の者が使用する場合は半額 

市外居住者 ８３０ ５，３３０ 

市内居住者 ２００ １，７７０ 
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半面使用（ソ

フトボール、

野球等） 

高校生以下の者が使用する場合は半額 

市外居住者 ４１０ ２，６６０ 

１時間未満は、１時間とする。 

使用料に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

使用者の過半数が市外居住者の場合、区分は市外居住者とする。 

高校生以下の者及び一般の者が共同で使用する場合、使用料は一般の者が使用

する場合の額とする。ただし、一般の者が指導者又は大会役員の場合を除く。 

別表運動公園施設使用料金表(2)テニスコートの表中「ナイター」を「夜間照明」に、

「 

１時間未満は、１時間とする。 

」を 

 「 

１時間未満は、１時間とする。 

高校生以下の者及び一般の者が共同で使用する場合、区分は一般とする。ただ

し、一般の者が指導者又は大会役員の場合を除く。 

使用者の過半数が市外居住者の場合、区分は市外居住者とする。 

」 に

改める。 

（宇土市農村運動広場施設等の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３条 宇土市農村運動広場施設等の設置及び管理に関する条例（昭和５４年条例第３６

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「別表」を「別表第１」に改める。 

  第５条中「使用者は、次に」を「運動広場を利用しようとする者は、別表第２に」に

改め、同条の表を削る。 

  別表中 

「  

名称 

網田地区農村運動広場施設 

緑川地区農村運動広場施設 

轟地区農村運動広場施設 

つつじヶ丘農村公園広場施設 

七曲池農村公園広場施設 

堀迫農村公園広場施設 

上ノ割農村公園広場施設 

          」を 

「  

区分 名称 

運動広場 網田地区農村運動広場施設 
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緑川地区農村運動広場施設 

轟地区農村運動広場施設 

公園広場 

つつじヶ丘農村公園広場施設 

七曲池農村公園広場施設 

堀迫農村公園広場施設 

上ノ割農村公園広場施設 

                        」に改め、同表を別表

第１とし、同表の次に次の１表を加える。 

別表第２（第５条関係） 

区分 使用料（１時間につき） 夜間照明使用料（１時間につき） 

市内居住者 無料 
１，７００円 

高校生以下の者が使用する場合は半額 

市外居住者 ４３０円 ２，５４０円 

  備考 

   １ 使用者の過半数が市外居住者の場合、区分は市外居住者とする。 

 ２ 高校生以下の者及び一般の者が共同で使用する場合、使用料は一般の者が使用

する場合の額とする。ただし、一般の者が指導者又は大会役員の場合を除く。 

（宇土市立学校体育施設の使用に関する条例の一部改正） 

第４条 宇土市立学校体育施設の使用に関する条例（昭和５５年条例第１８号）の一部を

次のように改正する。 

別表中 

「  

施設名 使用できる時間 使用料 

体育館 ８：００～２２：００ １面当たり１時間２１０円 

屋外運動場 無料 

プール ８：００～１７：００ 

                                  」を 

 「 

施設名 使用できる時間 使用料 

体育館 ８：００～２２：００ １時間につき２１０円 

屋外運動場 ８：００～２２：００ 無料 

屋外夜間照明

設備 

１７：００～２２：００ １時間につき１，７００円 

高校生以下の者が使用する場

合は半額 

プール ８：００～１７：００ 無料 

                                  」に改め、同

表の備考を次のように改める。 

  備考 
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  １ 高校生以下の者及び一般の者が共同で使用する場合、使用料は一般の者が使用

する場合の額とする。ただし、一般の者が指導者又は大会役員の場合を除く。 

２ 鶴城中学校第２グラウンドに係るものを使用できる者は、市内居住者に限るも

のとする。 

 （宇土市スポーツセンター条例の一部改正） 

第５条 宇土市スポーツセンター条例（平成１５年条例第１３号）の一部を次のように改

正する。 

  別表宇土市スポーツセンター使用料１総合グラウンド使用料（市内居住者）の表中 

 「  

ナイター設備 １時間につき１，７００ 

（１時間未満は１時間として計算する。） 

                                 」を 

 「  

夜間照明設備 

 

１時間につき１，７００ 

高校生以下の者が使用する場合は半額 

１時間未満の場合は、１時間とする。 

高校生以下の者及び一般の者が共同で使用する場合、使用料は一

般の者が使用する場合の額とする。ただし、一般の者が指導者又

は大会役員の場合を除く。 

                                 」に改め、同表

宇土市スポーツセンター使用料２総合グラウンド使用料（市外居住者）中「ナイター」

を「夜間照明」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行し、同日以後に使用する施設等の使用料につい

て適用する。 

 

 

提案理由 

 市内に居住する高校生以下の者が夜間照明設備を使用する際の使用料を見直し、子育て

世帯の経済的負担軽減を図るため、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第２０号 

 

   宇土市道路線の廃止について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に基づき、次のとおり市道

の路線を廃止する。 

 

  令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

路線番号 路線名 起点 終点 
重要な

経過地 

別冊市道路線廃止調書による。 

 

 

提案理由 

市道の路線を廃止するには、道路法第１０条第３項の規定により、議会の議決を経る必

要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第２１号 

 

   宇土市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり市道の

路線を認定する。 

 

  令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

路線番号 路線名 起点 終点 
重要な

経過地 

別冊市道路線認定調書による。 

 

 

提案理由 

市道の路線を認定するには、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を経る必要

がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第２２号 

 

令和５年度宇土市一般会計補正予算（第８号）について 

 

令和５年度宇土市一般会計補正予算（第８号）を別冊のとおり定める。 

 

令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２３号 

 

令和５年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について 

 

令和５年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）を別冊のとおり定める。 

 

令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第２４号 

 

令和５年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第４号）について 

 

令和５年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第４号）を別冊のとおり定める。 

 

令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２５号 

 

令和５年度宇土市漁業集落排水施設整備事業特別会計補正予算（第１号）について 

 

令和５年度宇土市漁業集落排水施設整備事業特別会計補正予算（第１号）を別冊のとお

り定める。 

 

令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第２６号 

 

令和５年度宇土市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について 

 

令和５年度宇土市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり定める。 

 

令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２７号 

 

令和５年度宇土市入学準備祝金給付基金特別会計補正予算（第１号）について 

 

令和５年度宇土市入学準備祝金給付基金特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり定

める。 

 

令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第２８号 

 

令和５年度宇土市水道事業会計補正予算（第３号）について 

 

令和５年度宇土市水道事業会計補正予算（第３号）を別冊のとおり定める。 

 

令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２９号 

 

令和５年度宇土市公共下水道事業会計補正予算（第４号）について 

 

令和５年度宇土市公共下水道事業会計補正予算（第４号）を別冊のとおり定める。 

 

令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第３０号 

 

令和６年度宇土市一般会計予算について 

 

令和６年度宇土市一般会計予算を別冊のとおり定める。 

 

令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、議会の議決を

必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

議案第３１号 

 

令和６年度宇土市国民健康保険特別会計予算について 

 

令和６年度宇土市国民健康保険特別会計予算を別冊のとおり定める。 

 

令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、議会の議決を

必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第３２号 

 

令和６年度宇土市北段原土地区画整理事業特別会計予算について 

 

令和６年度宇土市北段原土地区画整理事業特別会計予算を別冊のとおり定める。 

 

令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、議会の議決を

必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

議案第３３号 

 

令和６年度宇土市介護保険特別会計予算について 

 

令和６年度宇土市介護保険特別会計予算を別冊のとおり定める。 

 

令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、議会の議決を

必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第３４号 

 

令和６年度宇土市後期高齢者医療特別会計予算について 

 

令和６年度宇土市後期高齢者医療特別会計予算を別冊のとおり定める。 

 

令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、議会の議決を

必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

議案第３５号 

 

令和６年度宇土市入学準備祝金給付基金特別会計予算について 

 

令和６年度宇土市入学準備祝金給付基金特別会計予算を別冊のとおり定める。 

 

令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、議会の議決を

必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第３６号 

 

令和６年度宇土市水道事業会計予算について 

 

令和６年度宇土市水道事業会計予算を別冊のとおり定める。 

 

令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の規定により、議会の議

決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

議案第３７号 

 

令和６年度宇土市下水道事業会計予算について 

 

令和６年度宇土市下水道事業会計予算を別冊のとおり定める。 

 

令和６年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の規定により、議会の議

決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 


